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平成 26 年度糸魚川市介護保険事業 
     特別会計予算 
 

 

平成26年度糸魚川市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,818,200千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出

予算｣による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

平成26年２月24日提出 

 

 

  糸魚川市長  米 田   徹 



歳 入

第１表　歳入歳出予算

単位：千円

款 項 金 額

歳 入 合 計
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

1

2

介護保険料

手数料

国庫負担金

国庫補助金

支払基金交付金

県負担金

財政安定化基金支出金

県補助金

財産運用収入

寄附金

繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

雑入

１，１７０，８２６

１，１７０，８２６

１０

１０

１，４１７，８３８

９８３，９９８

４３３，８４０

１，５９７，５１４

１，５９７，５１４

８２７，７２１

８０３，２７４

１

２４，４４６

３０

３０

１

１

８０２，７７５

８０２，７７５

１０

１０

１，４７５

３

１，４７２

５，８１８，２００



歳 出 単位：千円

款 項 金 額

歳 出 合 計
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1

2

3

4

5

6

7

総務費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

予備費

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

1

1

2

1

2

1

総務管理費

徴収費

介護認定審査会費

運営協議会費

計画策定費

介護サービス等諸費

介護予防サービス等諸費

その他諸費

高額介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費

介護予防事業費

包括的支援事業・任意事業費

基金積立金

一般公債費

財政安定化基金償還金

償還金及び還付加算金

繰出金

予備費

８９，３９２

４２，０８５

２，４６３

４１，３１８

５１４

３，０１２

５，４９９，２９４

５，０１５，１２４

１５２，６７６

４，６４４

１０１，２１４

２２５，６３６

１２８，６７６

１０，８３８

１１７，８３８

８１，６１１

８１，６１１

１７，１６６

５００

１６，６６６

１，０６１

１，０５１

１０

１，０００

１，０００

５，８１８，２００


